
狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年４月１日条例第９号

（目的）

第１条 この条例は、狛江市民の自発的なコミュニティー活動を助長するため、

地域センター及び地区センターを設置し、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第１項の規定に基づき、その設置及び管理について必要な事項を

定め、もって新しい地域的な連帯感に支えられた豊かな市民生活の実現に資す

ることを目的とする。

（名称及び位置）

第２条 地域センター・地区センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとす

る。

（管理及び運営）

第３条 地域センター・地区センターの管理及び運営については、別に規則で定

める。

（使用料）

第４条 地域センターの施設の各室の使用料は、別表第２、地区センターの施設

の各室の使用料は、別表第３のとおりとし、施設の付属設備及び備品（以下

「付属設備等」という。）の使用料は、規則で別に定める。

２ 市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することがで

きる。

（使用料の納入）

第５条 地域センター及び付属設備等並びに地区センターの使用料は、規則で定

める期日までに納入しなければならない。

（使用料の不還付）

第６条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると

認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

（委任）

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和52年４月１日条例第20号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和52年８月10日条例第32号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和53年７月１日条例第16号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和54年９月20日条例第12号）

この条例は、昭和54年10月１日から施行する。



付 則（昭和57年12月24日条例第40号）

この条例は、昭和58年４月１日から施行する。

付 則（昭和62年３月24日条例第１号）

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。

付 則（平成元年９月30日条例第31号）

この条例は、平成元年12月１日から施行する。

付 則（平成３年９月30日条例第18号）

この条例は、平成３年11月１日から施行する。

付 則（平成15年12月25日条例第30号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の狛江市

地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例第４条第２項の規定は、

平成16年４月１日以降の使用に係る使用料から適用する。

付 則（平成16年６月10日条例第20号）

この条例は、平成16年７月１日から施行する。

付 則（平成17年12月27日条例第32号）

この条例は、公布の日から施行し、改正後の狛江市地域センター・地区センタ

ーの設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年７月１日以後の使用に係るも

のから適用する。

付 則（平成25年３月29日条例第４号）

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

付 則（平成26年12月25日条例第21号）

この条例は、平成27年３月１日から施行する。ただし、この条例による改正後

の狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例第４条第１項

の規定は、平成27年４月１日以降の使用に係る使用料から適用する。

付 則（平成29年２月28日条例第１号）

この条例は、平成29年３月１日から施行する。ただし、この条例による改正後

の狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例別表第３和泉

多摩川地区センターの項使用料の欄は、平成29年４月１日以降の使用に係る使用

料から適用する。

付 則（令和３年５月12日条例第13号）

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狛江市地域センタ

ー・地区センターの設置及び管理に関する条例の規定は、令和３年６月１日以後

の使用に係る使用料から適用する。

付 則（令和４年10月６日条例第19号）

この条例は、令和４年12月１日から施行し、この条例による改正後の狛江市地

域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の規定は、令和４年12月

１日以降の申込みに係る使用料について適用する。

付 則（令和６年11月27日条例第25号）

この条例は、令和６年12月１日から施行する。

付 則（令和７年12月23日条例第52号）



１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

２ この条例の施行に際し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うこ

とができる。

別表第１（第２条関係）

別表第２（第４条関係）

名称 位置

野川地域センター 狛江市西野川一丁目６番９号

上和泉地域センター 狛江市和泉本町四丁目７番51号

岩戸地域センター 狛江市岩戸南二丁目２番５号

南部地域センター 狛江市猪方四丁目11番１号

和泉多摩川地区センター 狛江市猪方四丁目１番１号

根川地区センター 狛江市中和泉四丁目16番３号

谷戸橋地区センター 狛江市東野川四丁目30番１号

施設名 室名 使用料（１区分）

（円）

野 川 地 域

センター

ホール 600(300)

和室 300(150)

大会議室 500(250)

小会議室 200(100)

料理実習室

料理実習使用 600(300)

料理実習以外使

用

300(150)

創作室

創作室のみ使用 300(150)

陶芸窯を同時使

用

200(100)

音楽室 300(150)



上 和 泉 地

域 セ ン タ

ー

１階和室

全部使用 600(300)

２分の１使用 300(150)

２階和室

全部使用 600(300)

２分の１使用 300(150)

集会室 400(200)

講座室 400(200)

料理実習室

料理実習使用 600(300)

料理実習以外使

用

300(150)

創作室 300(150)

音楽室 200(100)

体育館 1,000(500)

岩 戸 地 域

センター

創作室 200(100)

音楽室 300(150)

会議室Ａ 400(200)

会議室Ｂ 300(150)

会議室Ｃ 200(100)

料理実習室

料理実習使用 600(300)

料理実習以外使

用

300(150)

南 部 地 域

センター

多目的ホール 600(300)

和室つつじ 200(100)

和室いちょう 200(100)

会議室 200(100)



備考

１ 主に18歳以下の者で構成する団体が使用する場合の使用料は、括弧内の金

額とする。

２ 各室の使用は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで及び午

後６時から午後９時30分までの１区分ごととし、各室の使用料は、１区分ご

との使用料とする。

３ 前項の規定にかかわらず、体育館の使用は、午前９時から午前11時15分ま

で、午前11時30分から午後１時45分まで、午後２時から午後４時15分まで、

午後４時30分から午後６時45分まで及び午後７時から午後９時15分までの１

区分ごととし、体育館の使用料は、１区分ごとの使用料とする。

４ この条例の目的以外に使用する場合の使用料は、本表に定める使用料に10

を乗じて得た額とする。

別表第３（第４条関係）

備考

料理実習室

料理実習使用 600(300)

料理実習以外使

用

300(150)

講座室 300(150)

施設名 室名 使用料（１区分）

（円）

和泉多摩川地区センタ

ー

２階会議室 200(100)

３階会議室 200(100)

根川地区センター

会議室Ａ 100(50)

会議室Ｂ 100(50)

和室 200(100)

多目的ホール 400(200)

谷戸橋地区センター

和室 200(100)

多目的室 200(100)

会議室１ 200(100)

会議室２ 200(100)



１ 主に18歳以下の者で構成する団体が使用する場合の使用料は、括弧内の金

額とする。

２ 各室の使用は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで及び午

後６時から午後９時30分までの１区分ごととし、各室の使用料は、１区分ご

との使用料とする。

３ この条例の目的以外に使用する場合の使用料は、本表に定める使用料に10

を乗じて得た額とする。


